
見附市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則 

平成１２年３月２２日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５３条第１項

及び第１８０条の２その他の法令に基づく市長の権限に属する事務の委任に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（社会福祉事務所長への事務委任） 

第２条 社会福祉事務所長に別表第１に定める事務を委任する。 

（教育委員会への事務委任） 

第３条 教育委員会に別表第２に定める事務を委任する。 

（農業委員会への事務委任） 

第４条 農業委員会に別表第３に定める事務を委任する。 

（消防長への事務委任） 

第５条 消防長に別表４に定める事務を委任する。 

（教育委員会事務局職員への補助執行） 

第６条 教育委員会事務局職員に別表第５に定める事務を補助執行させるものと

する。 

（新潟県中越福祉事務組合への事務委任） 

第７条 新潟県中越福祉事務組合に別表第６に定める事務を委任する。 

附 則 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 見附市社会福祉事務所長委任規則（昭和６０年見附市規則第２７号）及び農

業委員会等への事務委任に関する規則（昭和５６年見附市規則第１０号）は、

廃止する。 

 

別表第１（第２条関係） 

社会福祉事務所長委任事務 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下この項において「法」とい



う。）に関する次の事務 

（１） 法第２４条に規定する申請による保護の開始及び変更に関するこ

と。 

（２） 法第２５条に規定する職権による保護の開始及び変更に関するこ

と。 

（３） 法第２６条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。 

（４） 法第２７条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関す

ること。 

（５） 法第２７条の２に規定する要保護者に対する相談及び助言に関する

こと。 

（６） 法第２８条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並

びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。 

（７） 法第３０条から第３７条までの規定による保護の方法に関するこ

と。 

（８） 法第４８条第４項に規定する届出を受理すること。 

（９） 法第６２条第３項及び第４項に規定する保護の変更、停止又は廃止

をし、その必要な措置をすること。 

（１０） 法第６３条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。 

（１１） 法第７６条に規定する遺留金品の処分に関すること。 

（１２） 法第７７条第１項及び第２項に規定する扶養義務者に対する費用

の徴収及び協議の調停の申立に関すること。 

（１３） 法第７８条に規定する不正な手段をもつて保護を受け又は受けさ

せたものからの費用の徴収に関すること。 

（１４） 法第８０条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 

（１５） 法第８１条に規定する後見人の選任の請求に関すること。 

２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下この項において「法」とい

う。）に関する次の事務 

（１） 法第２１条の６に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託

に関すること。 



３ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下この項において

「法」という。）に関する次の事務 

（１） 法第１６条第４項に規定する通知を行うこと。 

（２） 法第１７条の２第１項に規定する身体障害者の診査及び更生相談を

行い、福祉の措置をとること。 

（３） 法第１８条第１項に規定する障害福祉サービスを提供し、又は提供

を委託すること。 

（４） 法第１８条第２項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を

すること。 

（５） 法第１８条の３に規定する措置の解除に係る説明等を行うこと。 

４ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下この項において「法」とい

う。）に関する次の事務 

（１） 法第５条の４第２項第１号に規定する老人の福祉に関し、必要な実

情の把握をすること。 

（２） 法第５条の４第２項第２号に規定する老人の福祉に関し、必要な情

報の提供を行い、相談に応じ、必要な調査及び指導をすること。 

（３） 法第１０条の４に規定する居宅における介護等に関すること。 

（４） 法第１１条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。 

（５） 法第１２条に規定する措置の解除に係る説明を行うこと。 

（６） 法第２７条に規定する遺留金品の処分及びその代金の葬祭措置費用

の充当をすること。 

（７） 法第２８条第１項に規定する措置に要する費用の徴収額を決定する

こと。 

（８） 法第３６条に規定する調査を嘱託し、又は報告を求めること。 

５ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号。以

下この項において「法」という。）に関する次の事務 

（１） 法第１７条、第１９条及び第２４条に規定する障害児福祉手当の支

給、受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。 

（２） 法第２６条の２並びに第２６条の５において準用する第１９条及び



第２４条の規定による特別障害者手当の支給、受給資格の認定及び不正利

得の徴収に関すること。 

６ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。以下この項において「法」

という。）に関する次の事務 

（１） 法第１５条の４に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福

祉サービスの提供を委託すること。 

（２） 法第１６条第１項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に

関すること。 

７ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下この項において「法」という。）に関する次の事務 

（１） 法第５４条に規定する自立支援医療の支給認定、医療機関の指定及

び医療受給者証の交付に関すること。 

（２） 法第５８条第１項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。 

（３） 法第７６条に規定する補装具の支給に関すること。 

別表第２（第３条関係） 

教育委員会委任事務 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第３０条に規定する教育機関の用に供する財産の使用料に関すること。 

２ 青少年育成センターの管理、運営に関すること。 

３ 子育て支援に関すること。 

４ 母子保健に関すること。 

５ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下この表において「法」とい

う。）第２２条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせる

こと。 

６ 法第２３条に規定する保護者及び児童を母子寮に入所させて保護し、又は

その他適切な保護を加えること。 

７ 法第２４条に規定する児童を保育園に入園させて保育し、又は保護を加え

ること。 

８ 保育園の管理運営に関すること。 



９ 乳幼児及び児童に係る予防接種に関すること。 

１０ 放課後児童対策に関すること。 

１１ 児童手当及び児童扶養手当等に関すること。 

１２ 母子（寡婦）父子福祉に関すること。 

別表第３（第４条関係） 

農業委員会委任事務 

１ 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）による農業経営基盤

強化促進事業のうち第４条第４項第１号に規定する利用権設定等促進事業に

関すること。 

２ 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令（昭和５５年政令

第２８８号）に規定する嘱託登記に関すること。 

３ 独立行政法人農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号）第１０条の

規定により農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関すること。 

４ 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１２年新

潟県条例第８号）に基づき権限移譲された農地法（昭和２７年法律第２２９

号）の事務に関すること。 

別表４（第５条関係） 

消防長委任事務 

１ 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下この項において「法」とい

う。）に関する次の事務 

（１） 法第１１条第１項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構

造等の変更の許可に関すること。 

（２） 法第１１条第５項の規定による製造所等の完成検査に関すること。 

（３） 法第１１条第５項のただし書の規定による製造所等の仮使用承認に

関すること。 

（４） 法第１１条第６項の規定による届出の受理に関すること。 

（５） 法第１１条第７項の規定による通報に関すること。 

（６） 法第１１条の２第１項の規定による特定事項の検査に関すること。 

（７） 法第１１条の３第１項の規定による危険物保安技術協会に対する委



託事項に関すること。 

（８） 法第１１条の４第１項の規定による届出の受理に関すること。 

（９） 法第１１条の５第１項又は第２項の規定による違反是正命令に関す

ること。 

（１０） 法第１１条の５第４項（法第１２条第３項、法第１２条の２第３

項、法第１２条の３第２項、法第１３条の２４第２項、法第１４条の２第

５項、法第１６条の３第６項及び第１６条の６第２項において準用する場

合を含む。）の規定による公示に関すること。 

（１１） 法第１２条第２項の規定による修理、改造又は移転の命令に関す

ること。 

（１２） 法第１２条の２の規定による使用停止命令に関すること。 

（１３） 法第１２条の３の規定による使用の一時停止命令又は制限に関す

ること。 

（１４） 法第１２条の６の規定による用途廃止届出の受理に関すること。 

（１５） 法第１２条の７第２項の規定による許可の取消し及び危険物保安

統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 

（１６） 法第１３条第２項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任

の届出の受理に関すること。 

（１７） 法第１３条の２４の規定による危険物保安統括管理者又は危険物

保安監督者の解任命令に関すること。 

（１８） 法第１４条の２の規定による予防規程の認可及び変更命令に関す

ること。 

（１９） 法第１４条の３第１項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取

扱所の保安に関する検査に関すること。 

（２０） 法第１４条の３第２項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関

する検査に関すること。 

（２１） 法第１６条の３第３項又は第４項の規定による応急措置の命令に

関すること。 

（２２） 法第１６条の５第１項の規定による資料提出命令、報告の請求、



立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に

関すること。 

（２３） 法第１６条の６の規定による危険物の除去その他災害防止措置命

令に関すること。 

２ 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号。以下この項にお

いて「令」という。）に関する次の事務 

（１） 令第８条第４項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。 

（２） 令第９条第１項ただし書の規定による距離の認定に関すること。 

（３） 令第１０条第１項第１号、令第１１条第１項第１号、令第１６条第

１項第１号及び令第１９条第１項の規定による距離の認定に関すること。 

（４） 令第１１条第１項第１号の２の規定による距離の認定に関するこ

と。 

（５） 令第１１条第１項第１０号ホただし書及び令第１１条第１項第１０

号の２ヲただし書きの規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に

関すること。 

（６） 令第１２条第１項第９号及び第９号の２並びに同条第２項、令第１

３条第１項第９号及び第９号の２並びに同条第２項、第３号並びに令第１

７条第２項第２号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関

すること。 

（７） 令第２３条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特

例の認定に関すること。 

３ 危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号。以下この項に

おいて「規則」という。）に関する次の事務 

（１） 規則第６２条の５ただし書の規定による届出の受理に関すること。 

別表第５（第６条関係） 

教育委員会事務局職員補助執行 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１条の４に規定する総合教育会議に関すること。 

別表第６（第７条関係） 



１ 一部事務組合の財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅

その他必要な登記の嘱託に関すること。 

 


